
聖

籠

町

観

音

の

湯

ざ

ぶ

ー

ん

館

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

 

平

成

二

十

三

年

三

月

九

日

 

聖

籠

町

長

 

渡

 

邊

 

廣

 

吉

 
 

 

聖

籠

町

条

例

第

六

号

 

聖

籠

町

観

音

の

湯

ざ

ぶ

ー

ん

館

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

聖

籠

町

観

音

の

湯

ざ

ぶ

ー

ん

館

条

例

（

平

成

十

七

年

聖

籠

町

条

例

第

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

九

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
 

（

施

設

の

開

館

時

間

等

）

 

第

九

条

 

ざ

ぶ

ー

ん

館

の

開

館

時

間

及

び

休

館

日

は

、

次

の

表

の

と

お

り

と

す

る

。

た

だ

し

、

指

定

管

理

者

は

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

町

長

の

承

認

を

得

て

開

館

時

間

を

変

更

し

、

又

は

臨

時

に

開

館

し

、

若

し

く

は

休

館

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
 

 

附

 

則

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

宿

泊

棟

施

設

 

温

泉

棟

施

設

 

区

 

分

 

午

前

０

時

か

ら

午

後

十

二

時

ま

で

 

午

前

九

時

三

十

分

か

ら

午

後

九

時

三

十

分

ま

で

 

開

館

時

間

 

無

 

休

 

一

 

毎

月

第

三

火

曜

日

（

第

三

火

曜

日

が

国

民

の

祝

日

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

七

十

八

号

）

に

規

定

す

る

休

日

に

当

た

る

と

き

は

、

そ

の

翌

日

）

 

二

 

一

月

一

日

及

び

十

二

月

三

十

一

日

 

休

館

日

 


